
規程 第９ 号  

 

   多 摩南 部 成 年 後 見 セ ン タ ー市 民後 見人 等候 補者 の養 成等 に関 す  

   る 規程  

 

（目 的）  

第１ 条   こ の 規 程 は 、一 般 社 団法 人多 摩南 部成 年後 見セ ンタ ー（ 以下「セ

ンタ ー」と い う 。）が 、調 布 市 、日 野 市、狛 江市 、多 摩 市及 び稲 城市（ 以

下「構 成５ 市 」と い う 。）と 連 携し て 、それ らの 市民 を 対象 に、東 京都 後

見 人 等 候 補 者 養 成 事 業 実 施 要 領 （ 平 成 １ ７ 年 １ ２ 月 １ ５ 日 付 け １ ７ 福 保

総 企 第 ６ ５ ５ 号 ）（ 以 下 「 都 実 施 要 領 」 と い う 。） に 基 づ き 、 市 民 後 見 人

等 の 候 補 者 の 募 集 、 養 成 、 登 録 、 紹 介 等 を 行 う に あ た り 必 要 な 事 項 を 定

める こと を 目 的 と す る 。  

 

（定 義）  

第２ 条  この 規 程 に お い て 、 次 の各 号に 掲げ る用 語の 意義 は、 当該 各号 に

定め ると こ ろ に よ る 。  

 ⑴  市 民 後 見 人 等  成 年 後 見 人、 保佐 人又 は補 助人 （以 下「 後見 人等 」

とい う。）で あ っ て 、成年 後見 制度 の 趣 旨と 内容 を理 解し 、社会 貢献 的

な精 神で 後 見 人 等 の 業 務 を 行う もの のう ち、 都実 施要 領に 基づ き、 構

成５ 市と の 連 携 に よ り セ ン ター が実 施す る研 修等 を修 了し 、セ ンタ ー

に登 録さ れ た も の を い う 。     

 ⑵  メ ンバ ー  こ の 規 程 に よ りセ ンタ ーの 登録 名簿 に登 載さ れた 者を い

う。  

 ⑶  シ ニア メ ン バ ー  メ ン バ ーの うち 、家 庭裁 判所 から 後見 人等 とし て

審判 を 受 け 、 現 に 後 見 人 等 の任 にあ る者 をい う。  

 ⑷  業 務 指 導 委 員 会  多 摩 南 部成 年後 見セ ンタ ー組 織規 則第 ５条 第１ 項

第１ 号に 規 定 す る 一 般 社 団 法人 多摩 南部 成年 後見 セン ター 業務 指導 委

員会 をい う 。  

 



（募 集等 ）  

第３ 条  セン タ ー は 、 原 則 と し て各 年度 にお いて 、構 成５ 市の 市民 を対 象

とし て、 次 条 に 規 定 す る 講 習等 の受 講希 望者 を募 るも のと する 。  

２  セン タ ー は 、 受 講 希 望 者 か ら提 出さ れた 書類 の審 査、 受講 希望 者と の

面接 等に よ り 、 受 講 希 望 者 のな かか ら受 講者 を決 定す る。 この 場合 に お

いて 、受 講 者 の 決 定 に あ た って は、 あら かじ め構 成５ 市の 意見 を聴 き 、

その 同意 を 得 な け れ ば な ら ない 。  

 

（養 成）  

第４ 条  セン タ ー は 、受 講 者 を市 民後 見人 等の 候補 者と して 養成 する ため 、

受講 者に 対 し 、次 の 各 号 の い ずれ かの 養成 課程 を実 施し 、又は 紹介 する 。  

⑴  セン タ ー が 実 施 す る 基 礎講 習及 び実 務研 修  

 ⑵  セ ン タ ー が 実 施 す る 基 礎 講 習 及 び セ ン タ ー が 適 切 と 判 断 す る 活 動

（前 号に 規 定 す る 実 務 研 修 を除 く。）  

⑶  社会 福 祉 法 人 東 京 都 社 会福 祉協 議会 が実 施す る基 礎講 習及 び第 １ 号

に規 定 す る 実 務 研 修 又 は 第 ２号 に規 定す る活 動  

 

（登 録）  

第５ 条  セン タ ー は 、受 講 者 が 前 条に 規定 する 養成 課程 を修 了し たと きは 、

当該 受講 者 を メ ン バ ー と し て登 録名 簿に 登録 する 。  

２  登録 に 係 る 有 効 期 間 は 、 当 該登 録を 行っ た日 から 当該 登録 を行 った 日

の属 する 年 度 の 末 日 ま で と する 。  

 

（登 録の 更新 ）  

第６ 条  前 条 第 ２ 項 の 規 定 にか かわ らず 、セン ター は 、メン バー の意 向を

確認 のう え 、登 録 を 更 新 す る こと がで きる もの とす る。た だし、シニ ア

メン バー に つ い て は 、 登 録 を更 新し なけ れば なら ない 。  

 

（登 録の 抹消 ）  

第７ 条  第５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に かか わら ず、 メン バー は、 理由 を付 して 登



録の 抹消 を求 め る こ と が で きる 。た だし 、シ ニア メン バー は、 登録 の 抹

消を 求め る こ と が で き な い 。  

２  セン タ ー は 、 メ ン バ ー が 第 １３ 条第 １項 に規 定す る責 務を 果た さな か

った とき 、又 は シ ニ ア メ ン バー が第 １３ 条に 規定 する 責務 を果 たさ な か

った とき は、 業 務 指 導 委 員 会に おい て必 要な 審査 を行 った うえ で、 登 録

を抹 消す る こ と が で き る 。  

３  前２ 項 に よ り 登 録 を 抹 消 し たと きは 、セ ンタ ーは 、当 該メ ンバ ー及 び

当該 メン バー が 市 民 で あ る 市（以 下「 出身 市」と いう 。）に遅 滞な く報 告

する もの と す る 。  

 

（フ ォロ ー ア ッ プ ）  

第８ 条  セン タ ー は 、 メ ン バ ー を対 象と して 、そ の技 能の 維持 及び 向上 を

図る ため 、 適 宜 、 必 要 な 研 修又 は活 動を 実施 し、 又は 紹介 する もの と す

る。  

 

（紹 介又 は推 薦 及 び 引 継 ）  

第９ 条  セン タ ー は 、 構 成 ５ 市 のい ずれ かの 市か らの 紹介 又は 推薦 の依 頼

によ り、 後見 、 保 佐 又 は 補 助の 開始 申立 を行 おう とす る者 （構 成５ 市 を

含む 。）に 対 し 、第 ４ 条 に よ り市 民後 見人 等の 候補 者と なる ため に十 分な

経験 を積 み 、 か つ 適 性 を 有 する と判 断さ れる メン バー を、 後見 人等 の 候

補者 とし て 紹 介 又 は 推 薦 す るこ とが でき る。  

２  前項 の 紹 介 又 は 推 薦 は 、 構 成５ 市を 通じ て行 うも のと する 。  

３  セン タ ー が 法 人 後 見 を 行 っ てい る被 後見 人等 のう ち、 受任 時の 課題 が

解決 し安 定 し た 生 活 と な り 、高 度 な支 援の 必要 がな くな った 被後 見人 等

を、当該 被 後 見 人 等 の 意 向 を勘 案し て、第１ 項に 規定 する メン バー へ引

継ぐ こと が で き る 。  

４  前項 の 引 継 に つ い て 、 セ ン ター はあ らか じめ 出身 市と 協議 を行 い、 業

務指 導委 員 会 の 承 認 を 受 け なけ れば なら ない 。  

５  セン タ ー は 、 メ ン バ ー を 任 意後 見人 の候 補者 とし て紹 介し 、又 は推 薦

する こと は で き な い も の と する 。  



 

（後 見監 督人 等 ）  

第１ ０条  セ ン タ ー は 、 前 条 の 紹介 又は 推薦 をし た事 案及 び引 継し よう と

する 事案 につ い て 、 家 庭 裁 判 所 等か ら後 見監 督人 等へ の就 任の 要請 があ る

場合 にこ れを 受 諾 し よ う と す る とき は、 あら かじ め業 務指 導委 員会 の承 認

を受 けな けれ ば な ら な い 。  

 

（辞 任及 び選 任 の 申 立 ）  

第 １ １ 条  セ ン タ ー は 第 ９ 条 第 ３ 項 に 該 当 す る 被 後 見 人 等 の 引 継 ぎ に あ

たり 、家 庭裁 判 所 に 対 し て 後 見 人等 の辞 任許 可の 申立 及び 後見 人等 の選 任

の申 立（ 後見 監 督 人 等 の 推 薦 付 き） を行 う。  

２  前項 の 申 立 に 係 る 費 用 は 、 セン ター の負 担と する 。  

 

（個 人情 報の 取 扱 い ）  

第１ ２条  メ ン バ ー は 、 多 摩 南 部成 年後 見セ ンタ ー内 部情 報管 理規 則を 遵

守し 、被 後 見 人 等 の 特 性 を 勘案 した うえ で、 被後 見人 等の 個人 情報 の 取

扱い に細 心 の 注 意 を 払 う も のと する 。  

２  セン タ ー は 、 メ ン バ ー の 個 人情 報に つい ては 、適 切な 方法 で管 理す る

とと もに 、事 業 の 目 的 の 範 囲内 で使 用し 、又 は外 部提 供す るこ とと す る

が、 その 際 、 メ ン バ ー 本 人 に同 意を 得る こと を原 則と する 。  

 

（メ ンバ ーの 責 務 ）  

第１ ３条  メ ン バ ー は 、 市 民 後 見人 等の 趣旨 と責 務を 踏ま え、 それ にふ さ

わし い倫 理観 を も っ て 誠 実 に活 動し 、若 しく は受 講し 、又 は業 務に あ た

らな けれ ば な ら な い 。  

２  シニ ア メ ン バ ー は 、 そ の 業 務の 状況 等を ４箇 月に １回 、セ ンタ ーに 報

告す るも の と す る 。  

３  シニ ア メ ン バ ー は 、 正 当 な 理由 があ る場 合を 除き 、次 条第 １項 によ る

セン ター の 求 め に 応 じ な け れば なら ない 。  

４  シニ ア メ ン バ ー は 、 セ ン タ ーが 指定 する 保険 に加 入す るも のと する 。



この 場合 に お い て 、 当 該 保 険に 係る 保険 料は 、セ ンタ ーの 負担 とす る。  

 

（セ ンタ ーの 対 応 ）  

第１ ４条  セ ン タ ー は 、 前 条 第 ２項 によ るも のの ほか 、必 要に 応じ てシ ニ

ア メ ン バ ー か ら 業 務 の 状 況 等 の 報 告 を 求 め る こ と が で き る も の と す る 。 

２  セン ター は 、シニ ア メ ン バ ーに 対し て、必 要な 支 援又 は助 言を 行う こ

とが でき る も の と す る 。  

 

（雑 則）  

第１ ５条  こ の 規 程 に 定 め る も のの ほか 必要 な事 項は 、理 事長 が別 に定 め

る。  

 

附  則  

 こ の規 程は 、 平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月５ 日か ら施 行す る。  

附  則  

１  この 規 程 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月１ 日か ら施 行す る。  

２  この 規 程 の 施 行 の 際 、 現 に この 規程 によ る改 正前 の多 摩南 部成 年後 見

セン ター 市民 後 見 人 等 候 補 者 の 登録 及び 紹介 等に 関す る規 程（ 以下 「旧 規

程」とい う 。）第 ３ 条 及 び 第 ４ 条 の規 定に より 旧規 程第 ２条 第２ 号に 規定 す

るメ ンバ ー又 は 同 条 第 ３ 号 に 規 定す るシ ニア メン バー とし て登 録さ れて い

る者 は、 第５ 条 及 び 第 ６ 条 の 規 定に より メン バー 又は シニ アメ ンバ ーと し

て登 録さ れた も の と み な す 。  

附  則  

 こ の規 程は 、 平 成３ １ 年 ４ 月 １日 から 施行 する 。  

 


